
宍粟市立保育所条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

宍粟市長 福 元 晶 三      

宍粟市規則第36号 

 

宍粟市立保育所条例施行規則の一部を改正する規則 

 

宍粟市立保育所条例施行規則（平成27年宍粟市規則第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表の左欄に掲げる規定を同表の右欄に掲げる規定に改める。 

改  正  前 改  正  後 

（滞納処分） （滞納処分） 

第14条 市長は、前条の場合において、当該督促を受けた扶養義務者が指定さ

れた期限までに保育料を納付しないときは、児童福祉法第56条第６項又は第

７項に規定する地方税の滞納処分の例により処分することができる。 

第14条 市長は、前条の場合において、当該督促を受けた扶養義務者が指定さ

れた期限までに保育料を納付しないときは、児童福祉法第56条第５項又は第

６項に規定する地方税の滞納処分の例により処分することができる。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 名称 定員   名称 定員  

 宍粟市立城東保育所 60人   宍粟市立かしわの保育所 60人  

 宍粟市立かしわの保育所 60人      

  

備考 この表において、下線を付した部分及び太枠の部分は改正箇所を示し、［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


